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「対テロ戦争」は
誰を励まし、
何を

踏みにじって

いるのか
田巻一彦（編集部）

ブッシュの大軍拡予算

2月4日、ブッシュ米大統領は2003会計年

度(02年10月から03年9月）の予算教書を議会

へ提出した。国防費は。3793億ドル。前年度比

14.5％の増（物価上昇分を差し引いた実質増

加率は12.5%)。レーガン政権時代以来20年

ぶりの増額である。「反テロの戦い継続」がそ

の理由であることは言うまでもない。

国防費の他にも生物兵器テロ対策や空港

警備などからなる「米本上防衛」関連予算も

対前年度111%(2倍以上！）増の377億ドル

が経常され、空前の「軍拡予算案」となってい

る。国防費と本土防衛費を除いた予算総額

フィリピンでは、イスラム原坪t義ゲルーフ「掃討」をH的とした米比合同軍事演習「バリカタン
2002」が始まり、非核憲法と侵害であると抗議する運動が広がっている。女性グループはフィリピ
ンt権への「レイプ」であると、）掏に「米兵は帰れ」とよいて抗議した。 ("Daily Inquiirer"から）
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が、対前年度比2％となっていることを考え

ればその突出ぶりは異常とさえいえる。国

家予算全体の2割弱が国防関係を締める米国

は、最大の「軍事優先国家」と呼ぶべきだろ

う。

冷戦による国内経済の疲弊を受けたクリ

ントン政権の軍事費削減＝経済優先政策に

対して、ブッシュ政権は、「強いアメリカ」の

再現を標榜した。しかし、プッシュに与えら

れた選択は肥大化した軍隊組織をシェイプ

アップして予算を再配分し、先端技術を駆使

した効率的な防衛を確立することしかな

かった。

ミサイル防衛やIT技術の導入という「新た

な軍拡」は、時代遅れになった大組織、装備、

施設のリストラを大胆に進める必要があっ

た。昨年の「QDR（四年期国防政策見直し）

で、従来の「二正面作戦」を放棄したのも、コ

ンパクトで効率的な動員体制の構築を目指

すものだった。

しかし、このような「構造改革」には「抵抗

勢力」が存在していた。空母や戦車等伝統的

兵器に固執する防衛産業と、既得権限・権益

を手放したくない軍部である。

この「改革」と「抵抗」のせめぎ合いを一挙

に解消したのが、9.11事態であった。新しい

予算案は、通常兵器維持費を従来どおり確保

しつつ、ミサイル防衛への78偉ドル、情報シ

ステム分野への55億ドルの投資を実現する

ものとなった。

これを誰が一番喜んでいるかは明らかだ

ろう。

「反テロの戦い」がすべてを合理化する戦

時経済体制とよぶべきものが、世界最大の国

家に確立されようとしている。無論、この大

軍拡予算は議会でチェックされないはずは

ない、その時に用意される対応策は「同盟国

の分担」であることはまた歴史が教えてくれ
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ることだ。米軍拡予算は余波は必ず日本にも

押し寄せてくるだろう。

「反テロ戦争」のアジア太平洋への拡大

米国の「対テロ戦争」とその影響は、アジア

太平洋にも拡大している。

1月15日、フィリピン・ミンダナオ島で。米

比合同軍事演習「バリカタン2002-1」が始

まった。同演習はこれまでも定期的に行われ

てきたが、今回はミンダナオ島南方バシラン

島で米国人宣教師などを人質にしているイ

スラム原理主義集団「アブ・サヤフ」の掃討を

目的とした軍事行動としての任務も付け加

えられた。演習は、六ヶ月の長期にわたり

（もっと長くなる可能性も比軍幹部は示唆し

ている）。最大2000名の戦力が投入され、ルソ

ン島中部のクラークとセブ島に近いマクタ

ンの二つの比空軍碁地及びミンダナオ島ザ

ンボアンガ碁地などで行われる。

フィリピンは1991年9月に上院が米軍基

地存続の条約批准を否決したため、いったん

は米軍が撤退した。しかし、比上院が99年5月

に「訪問米軍の地位に関する協定」を批准、

2000年2月から米比相互防衛条約にもとづ

き合同演習が再開されている。反対する人々

は、これは外国軍隊の駐留を禁じた非核憲法

に違反すると批判していること指摘、フィリ

ピン国民に対する重大な主権侵害であると

批判しているが、アロヨ大統領は、「憲法問題

ではなく政策問題である」と批判を退けてい

る。

戦闘の全面には比国軍がたつ。米軍は比国

軍将校の正当防衛の場合に限り交戦すると

されている。「演習」だから、というのが理由

だ。

しかしこれは、「対テロ戦争」の東南アジア

への拡大の第一歩とみなければならない。

1988年6月18日第三種郵便物認可（通巻175号） No.982002.1.20月刊キャッチピース

東南アジアには、世界のイスラム教徒の三

分の一にあたる2億人が住んでいる。マレー

シアとインドネシアではイスラムが多数派

である。これが、イスラム原理主義＝テロリ

ストの温床である、と米国は見なし、地域各

国の政権もそれに追随している、事実マレー

シアではアル・カイダグループの摘発に政府

が乗り出している。

「対テロ戦争」はイスラム教徒と非イスラ

ム教徒を問うことなく、アジア民衆の主権を

侵害しながら展開するだろう。

一方、米国は9.11事態を口実にミサイル防
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2月4日、政府は「有事法制整備の全体像のイメー

ジ」をまとめた。「全体像と言い切らずに「イメー

ジ」などと言っているところが何やら胡散臭いが、

まずはその内容をみておこう。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

♦「有事法制整備の全体像のイメージ」骨子

《包括法》

1 全般的規定＝国の責務▽有事に対処するため

の国の意思決定▽国と地方自治体との関係▽有事

法制整備の基本方針

2 有事法制の整備項目＝（1）自衛隊及び米軍の

行動の円滑化に関する事項(2)国民の安全確保、生

活の維持等に関する事項(3)国際人道法の順守に

関する事項

《関連法》

〇自衛隊の行動の円滑化＝自衛隊法の改正（第1

分類）物資の収用、土地の使用、業務従事命令等▽自

衛隊法による関係法の改正（第2分類）法律の適用

除外、特例措置

〇米軍の行動の円滑化＝米軍支援のための法制▽

関係法の改正

〇国民の安全確保•生活の維持等関係＝警報、住民

衛計画に拍車をかけており、その実験場に

マーシャル諸島を選んでいる。そこでも、過

去の核実験で犯された人々の健康、人権、土

地の権利は全く省みられていない。（＠ペー

ジに関連記事）

．
 

「対テロ戦争」は、全世界の人々の利益をも

たらす、とブッシュ大統領は言う。しかし、利

益をえているのは米国の軍部と軍需産業で

あり、民衆の権利と帷厳は一方的に踏みにじ

られているのである。 （田巻一彦）

「有事立法」と戦うための個人的メモ

田巻一彦

避難、各種応急措置復旧▽船舶航空機の安全確保

▽経済関係措置

〇国際人道法関係＝傷病者、衛生要員等の取り扱

い▽捕虜の待遇▽武力紛争の影響を受ける一般人

の保護▽戦争犯罪人に対する処罰

《注記》

1、「包括法」及び自衛隊の行動の円滑化に係る部分

は通常国会で法案提出を目指す。他も調整・検訳を

急ぎ、整備する。

2、大規模テロ、武装工作員、武装不審船、サイバー

テロ等の事態については別途、必要な検討を進め

る。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊ 

上程阻止を！が最優先課題

有事立法」とは下位の法律によって憲法の原則

を空涸化する「クーデター立法」である。平和運動と

しては3 月の「包括法」と「自衛隊法関連法制の一

躙の上程を阻止ずることが最優先課題であるこ

とは言うまでもない。

自民党の山崎拓幹事長と中谷元防衛庁長官「日
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米物品役務相互提供協定］（ACSA)を日本有事に

も適用できるようにすべきだ、との認識で一致し

たとの報道(2月9日「毎日」）もある。

もともとこの「有事立法」議論が米国からの圧力

で始まったことを考えれば、当然のなりゆきとは

いえる。しかし、ごれを許せば、「周辺事態」と「日本

有事」は米軍の行動を媒介にして自動的に連結さ

れるという事態さえ生まれることになり、大問題

と言うべきだろうe

どんな「有事法」なのか

批判を受けることを覚悟で言うが、「上程阻止」の

世論を全力で作り上げながら、僕たちはより望ま

しい「有事法」のあり方も、密かに構想しておきたい

と思う。議論の軸がそちらに移る時が、余り遠くな

いかもしれないという予感がするからだ。そのと

きに「思考停止」では情けない。

もし仮に日本が有事法を持たざるを得ないとす

るならば、次の原則は踏み外してはならないとい

うのが僕の考えだ。あくまでも論議の呼び水のた

めの個人的メモであるc

1．平和諸原則の明文規定

1)専守防衛 2)非核三原則 3)集団的自衛権

行使の禁止 4)国連の紛争予防活動・人道援助

活動・社会的経済的不平等を解消するための活動

への積極的関与 4)生物化学兵器の禁止 5) 

その他の残虐兵器…対人地雷（日本は禁止条約

批准）の厳格な禁止、劣化ウラン弾、クラスター爆

弾燃料気化爆弾などの禁止のための国際的取り

めの推進

2．自衛権の行使の空間を「領土」「領海」に限定す

る。＞「専守防衛］の明確化。

3．国際的核軍縮条約の率先遵守と国際社会にお

ける遵守の推進：CTBT/NPT/ABM条約

4．民主・自主・公開の原則

「国防」の前提には国民的コンセンサスが不可

欠。したがってシピリアンコントロールといった

次元にとどまらず、常日頃から情報公開が求めら

れるC

これらに加えて、僕が特に重要と思うのは次の

事だ。少し詳しく書く。

5．良心的武力行使（協力）拒否の合法化
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有事には自衛官はもとより、自治体労働者、民間

労働者の動員を必要とずるこれらの人々に対し

て自らの思想・信条に基づいて拒否する権利を留

保するというのが趣旨だ。

為政者による憲法9条の解釈空洞化を「逆手にと

る」形で、憲法9条に対する忠誠を個人の信条と位

置づけなおすという発想が根本にある。

これは「護憲」運動的に言えば危険な発想かもし

れないが、「憲法9条］は国家のものであると同時

に、国民一人一人のものであることを基本にした

制度提案と受け止めてほしい。

諸外国の「良心的兵役拒否」を参考にすれば次の

ようになる：

1)自衛官、公務員、民間労働者は有事法の実行、

あるいは実行への参加協力を求められた場合に

は、自らの思想信条にもとづき拒否するごとが

できる。

2)拒否にあたってはその理由などをのべた宜誓

書を提出する。国は宣誓を受諾しなければなら

ない。

3)拒否者は軍事行動への協力を免除される代わ

りに、現状の雇用関係を維持したまま、一定期

間、次のような国または自治体が指定する業務

につかなければならない：国際的協力活動／老

人介護／環境保護活動／ホームレス支援etc

4)拒否者は5)に記載された以外のいかなる不

利益扱いも受けないc． 
徴兵制のない日本で―良心的拒否」を言うのはお

かしいという反論はあるかもしれない。しかし、国

防の熱意に燃え、かつ専守防衛等の諸原則を遵守

ずることをもって、自らの信念と職務は憲法に合

致すると考えている自衛官は多くいるのではない

か。そのような自衛官が自分が命じられた作戦が、

違法に違反し、あるいは不道徳であると感じたと

きに、ペナルティ＝強制的役務従事を甘受した上

で作戦従事を拒否しうる制度は現存しない。ある

のは一方的な罰則」だけだ。

自治体や民間の協力も、びとたび首長や経営者が

協力要請を応諾してしまえば、それは、「業務命令」

として個々の労働者に降りてくる。労働組合によ

る組織的抵抗とは別に個人のなしうる選択とし

ての意味は決して小さくないと考える0 ..  
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●報復戦争の声が渦巻くアメリカで、自治体とし

て報復に反対し、良心的兵役拒否者を支援してい

るカリフォルニアバークレー市に連帯し、日本で

も自治体から非戦平和の声を上げていこうという

運動が始まっている。「戦争に反対する日米ネット

ワーク」が開いたホームページには、53(2月10日現

在）の紹介の他、自治体議会への請願のノウハウも

書かれていて便利。

●以下ホームページから：

議会に決議をあげさせると言うと難しそうです

が、だれでもできます。 （各区市町村議会のHP

に手続きがでています）。もちろん賛同者が多い

方がいいですが、次の手順でびとりでもできま

す。ただし、各自治体によって陳情・請願受付の

締め切りが決まっているので、確認の上早めに行

動することが必要です。

1.件名(••••••について）」 「陳情者の名前」

「住所」 「陳情の趣旨」 「陳情の理由」 「年月

日」をかいて、議会の議長あての書類を用章しま

ずc

2.いそぎの場合、 「紹介議員はいりません。

そのまま区市町村の陳梢受付窓口にだします。こ

れを陳情といいます。

3.時間がある場合は、議員をまわってできるだ

け多くの会派に紹介議員になってもらい、議員の

署名をもらって議会の受付へ出してください。

こっちの方は請願といいまず役所に電話して、

各会派の控え室にまわしてもらい、あらかじめ訪

問の意思をつたえてたずねるといいとおもいま

す。

4.議会のほうから、いつ採決があるか電話があ

るので、傍聴にでかけるといいと思います。

攀葵婆翠装蕊霊苓兜習 5醗蜘葵謬殺葵甜：壽疇零賤翠諏細需委 9霙娑霙睾翠；疇ほ謳葵婆奉裕：寧疇攀呈雫翠謬裟，，攀瞬箋攣裂攀娑

テロ根絶・アフガニスタンヘの空爆即時中止・難民支援の強化を求める決議

野蛮なテロ行為を根絶することは、 21世紀に人類が地球上で平和に暮らす根本条 件のびとつであ

る。テロ根絶のためには、国連を中心に国際社会が団結し、人類の英知を結集した取り組みが不可欠であ

る。国連憲章と国際法に基づいてテロ犯罪の容疑者とその支援者を告発し、身柄引き渡しのための必要な

制裁を行い、 ＇打法による裁き」 を下す必要がある。

しかし現在米国、イスラエルなど一部の国の夜アフガニスタンやパレスチナヘの軍事攻撃は、 「報復戦

争の様相を明確にしている。 NGO事務所、国際赤十字事務所、 病院、老人施設、住宅などが爆撃さ

れ、罪のない一般民衆の犠牲が広がっている。クラスター爆弾という残虐兵器の使用は絶対許されるもの

ではない。

厳冬期を目前にした難民援助を強化しないと、多くの餓死者が出る危険があると国連や現地NGOがそ

ろって空爆中止、軍事攻撃中止を求めている。

その国にテロ容疑者がいるというだけで、一つの国民全体に軍事攻撃を加え、罪のない民間人の命を奪

う権利は、世界どの国ににも与えられていない。こうした報復戦争は、真のテロ根絶に役立たないばかり

i か、テロ根絶の国際的団結に亀裂を生み、テロ集団を逆に利し、新たなテロの温床を広げるものである。

よって、非核平和宣言村である三宅村議会は「世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに

生存する権利を有することを確認し、テロ根絶のための軍事攻撃を即時中止し、国連を中心とした制裁と

裁きの道に切り替えることを求め、難民への食糧の援助をはじめとした人道的援助に全力をあげて取り組

むことを求めるものである。

以上決議する。

平成13年12月20日 三宅村議会
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「9.11事態」とマーシャル住民
対テロ戦争、ミサイル防衛と自由連合協定交渉

Pacific News Bulletine, January 2002より。
ハンナ・ハーポロウ

9月11日の同時多発テロは、米国民を守るためにはミサイル防衛など何の役に立たないこと

を証明した。にもかかわらず、プッシュ政権はミサイ）ば行衛システムを完成させて、同盟国の費

用負担のもとにそれを運用するという方針を遮二無二押し進めようとしている。マーシャル諸

島の中心に位置するクワジェリンミサイル実験場が、その舞台となる。

．

ー

「自由連合協定」大幅延長か？

米国は、2002会計年度に3,430億ドルの国

防予算を計上していながら、マーシャル諸島

の核実験被害者への補償の決着を引き延ば

そうとしている。それでも、マーシャル諸島

共和国のケサイ・ノテ大統領は、米国主導の

「対テロリズム戦争」への支援を躊躇してい

ない。

一月に開かれたマーシャル諸島国会の「国

家情勢演説」において、大統領は米国とマー

シャル諸島との「強固な友好関係」を誇示す

るために、米国との「自由連合協定」の期間を

現行の15年を越えて延長する用意があると

宣言した。これはミサイル防衛を2004年まで

に実戦配備しようというブッシュ政権の意

図に合致している。

自由連合協定の交渉は、2003会計年度の米

国予算の国会承認に間に合わせるために大

詰めを迎えている。昨年12月ホノルルで開か

れた第3回交渉では、マーシャルの代表は協

定期間を、クワジェリンの賃貸契約ともに50

年に延長する可能性があることを示唆した。

1986年に結ばれた現行協定では、マーシャ
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ル諸島の国防は、第三国に豆ち入りを認めな

いことを条件に、米国政府が責任を持つ。米

国は同時に災害救助など様々なサービスを

提供する。同時に協定は、クワジェリン環礁

の管理権を米国に与えている。米陸軍クワ

ジェリンミサイル実験場は、米国のミサイル

実験および新しいミサイルの開発のための

中核施設である。ここは、カリフォルニアか

ら発射された大陸間弾道ミサイル実験の着

弾地として、さらにはミサイル防衛システム

における迎撃ミサイルの発射某地として使

われている。

ねつ造された

「ミサイル防衛実験成功」

9月11日から数ヶ月を経ずして、米国はク

ワジェリンで1999年10月以来の5回目のミ

サイル防衛実験を行った。12月3日、クワジェ

リン環礁から発射された迎撃ミサイルがカ

リフォルニアのバンデンバーグから発射さ

れた模擬弾頭に衝突した。弾道ミサイル防衛

機構(BMDOー当時。現在では「ミサイル防衛

局＝MDAと改称）は、実験は成功であり直

撃式(hit-to-kill)迎撃の開発成果が実証され
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た、と発表した。

これまでの実験の成功率は5分の3に過ぎ

ないにもかかわらず、ペンタゴンは、いかな

る「ならずもの国家」のミサイルでも迎撃で

きる洗練されたシステムの開発できると確

信しているように見える。しかしながら、実

験プログラムはその開始から一貰して異論

と警鐘の対象とされてきた。12月の「成功」で

さえ悪天候を理由に2日延期された結果で

あったし、緻密にコントロールされた人為的

な「命中」だったのである。天候を理由に延期

したことは、ブッシュ政権が第一期のうちに

配備を目指していることを考慮すれば、この

システムの弱点を認めたことに他ならない。

実験予定日の前日に、「憂慮する科学者同

盟」は報告書を発表し、この12月の実験を含

めて、いくつかの実験において、迎撃対象で

ある模擬弾頭に搭載されたトランスポン

ダー（誘導用の送受信機）によって、迎撃ミサ

イルを400メートルの距離まで誘導する手法

が用いられていることを明らかにした。400

メートルと言えば標的のミサイルが発射す

る囮弾頭（デコイ）より近い場所まで迎撃ミ

サイルを誘導したことになる。その結果、迎

撃ミサイルは容易に標的と囮を識別できる。

元米海軍准将のユージン・キャロル氏は

「この実験は無意味だし、何も証明したこと

にならない。もし証明したことがあるとする

なら、注意深く書かれた映画のシナリオは、

人々を本気にさせるということだけだ」と

語っている。

それでもなお、ミサイル防衛予算は25億ド

ル増額され、今年度予算は78億ドルにも達し

た。

このように米国は自国防衛に多額の資金

を投入し、他国に対しては「不朽の自由作戦」

への支援を呼びかけながら、自らは国際的義

務を放棄する方向に向かっている。

ABM条約の放棄

昨年12月中旬、ブッシュ大統領はロシアに

対して、1972年に締結した迎撃ミサイル制限

条約(Anti-BallisticMissile Treaty : ABM)を

解消することを正式に通知した。これは、核

不拡散体制を無力化し核の脅威を増大させ

るものに他ならない。

ブッシュ大統領は次のように語っている。

「私はABM条約は我が国政府が、

米国民を、テロリストやくならず者国家＞に

よるミサイル攻撃から守るための手段を開

発することの障害になっている。米国民を守

ることは、軍の最高司令官としての私の最優

先の任務であり、効果的な防衛策を開発する

ことを妨害するこのような条約に、米国がと

どまりつづけることを許容することはでき

ないし、そのつもりもない」。

このような一方的な行動は国際関係に悪

影響を与えることは明らかであり、ロシアを

これまでの軍縮条約の再検討に追い込むこ

とになる。

9月11日の攻撃を理由としたブッシュ大統

領のこの主張と一方的な条約破棄は、ミサイ

ル防衛システムの全面的な開発に道を開く。

ABM鰯は、戦略ミサイルに対する防衛シ

ステムの空屯海上、宇宙へのいかなる配備

もその開発も禁止している。この条約は、ミ

サイル防衛システムがなければ、核大国は核

攻撃をしかけないという前提に基づいてい

る。

「9月11日を経験した今日、我々二国に対す

る最大の脅威は、相手国からの核攻撃ではな

く、テロリストからの警告なしに攻撃や大量

破壊兵器の保有をもくろむくならず者国家

＞である」とブッシュ大統領は語っている。

ABM知内の一方的廃棄は条約加盟国以外
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にも甚大な悪影響を及ぼす。米口関係は9.11

をきっかけに改善に向かいつつあるがそれ

は、ロシアに核弾頭数を2000以下に削減する

とした最新の合意の再検討を中止させるこ

とはできないだろう。

インターファックスによれば、あるロシア

国会議員はロシアはSALT IおよびIIから

脱退するであろうと示唆している。「我々は、

核抑止のための攻撃的手段と防御的手段は

互いにリンクしている、と信じている」。

プーチン・ロシア大統領は、現在、核戦力削

減と刈3M条約の代替機能を果たす明文的取

り決めを求める国内圧力に直面している。

米上院軍備委員会のカール・レビン委員長

は、このような条約廃棄の応酬の危険性を指

摘する。「このような一方的破棄は、防御と攻

撃の開発競争という新たな軍拡競争を生み

出し、我々の安全を損なうことになる」。

住民の健康と人権を無視して

これがマーシャル諸島の住民が直面する

軍拡競争の姿である。

1940年代、人々は米国に核実験場を提供す

るためにビキニとエニウェトクの環礁から

追い出された。彼らは今、1946年から58年の

8
 

間に行われた67回の実験が残した、放射能の

遺産と背中を接して暮らしている。

クワジェリン環礁の住民は、50年代から60

年代にかけて、ミサイル実験場建設のために

付近のエベイ島とエンヌビール島に移住さ

せられた。現在エベイ島の100エーカーに満

たない土地には、12,000人以上が暮らしてい

る。約1000人の移住先であるエンヌビール島

はフットボール場ほどの広さしかない。

最近の自由連合交渉でマーシャル側が求

めたのは、工ベイ島等のクワジェリン住民の

コミュニティーに対する支援とクワジェリ

ン信託基金の設立である。さらにマーシャル

側は、米議会に対して2000年9月に発した「環

境変化に関する請願」を見直し、核実験によ

る環境および健康の影響に対する補償を求

めている。

この請願への返答をまだマーシャル諸島

政府が受け取らないままに、自由連合協定交

渉は2月には第4回の交渉を迎える。

マイク・センコ米大使によれば「マーシャ

ル諸島は小さいが、そこが背負う米国の国益

は大きい」。その国益が「余りにも大きい」も

のでないことを願いたい。

（訳及び見出し：田巻一彦）

米軍基地と日本をどうするローカルネット大分・日出生台のホームページ：
http:/ /www.coara.or.jp/~yufukiri/localnet/lonets.htmlから転載。日出生台では沖縄
海兵隊の実弾演習抗議行動が今年も展開されている。
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昨年末から新年に風邪を持ち越してしま

い、前号に原稿を届けることができなかっ

た。日頃の不養生から流行風邪をこじらせて

しまったのだが、「沖縄から」は筆者病気のた

め休載しますとの文章に幾つかの病状問い

合わせもあり関係者に心配をかけてしまっ

たことをお詫びします。もうすっかり風邪も

治り、名護市長選挙に隔日で応援に出かけま

した。 ． 
さて、今年の2002年は沖縄県内の多く

の首長選挙と市町村議会議員選挙が行なわ

れる年である。議員選挙は9月末の投票日な

のだが首長選挙はばらばらで最初の選挙が

2月3日の名護市長選挙で最後の選挙が1
1月に行なわれる県知事選挙だ。その間に、

石垣市、沖縄市、具志川市、宮古島の平良市、

石川市の市長選挙が続く。最初の名護市長選

挙は、普天間基地の全面返還にともなう海上

ヘリ基地建設の是非を問う選挙として今年

後半の県知事選挙とともに一番の関心を集

めた。名護市民の選択は残念ながら、私たち

を失望させるものだった。

海上基地建設の是非を問う名護市長選挙

今回の名護市長選挙について述べる前に

これまでの経過を振り返っておきたい。

1 9 9 5年9月に起きた3米海兵隊員に

よる少女暴行事件への沖縄県民の怒りを沈

静化させるため、日米両政府は日米特別行動

委員会SACOで19 9 6年12月2日に

普天間飛行場の全面返還を最終合章し、代わ

りに名護市東海岸海上に撤去可能な代替ヘ

リポートが建設することになった。しかし、

多くの名護市民と県民が新たな米軍基地建

設に反対し、名護市民の意思を問う市民投票

の実施を求める運動が取り組まれた。市民投

票を求める圧倒的多数の名護市民の署名が

集まり、名護市及び名護市議会は市民投票条

例を制定して実施することになった。

1 9 9 7年12月21日に海上ヘリポー

ト基地建設の是非を問う市民投票が行なわ

れ、市民の反対票は賛成票1万4267票を

2372票上回る 1万6639票に達した。

名護市民が市民投票で明確にヘリ基地反対

の市民意思を示したにも関わらず、当時の比

嘉鉄也名護市長は市民投票から三日後に上

京して当時の橋本首相に海上ヘリポート基

地を受け入れを伝えて即時に辞任した。

翌年 19 9 8年2月8日に名護市長選挙

が行なわれ、約千票の僅差で県内移設推進派

の推す現在の岸本建男市長が当選した。選挙

期間中に当時の大田県知事が海上ヘリ基地

の建設を含む普天間飛行場の県内移設に反

対することを表明し日本政府に強い衝撃を

与えたが、岸本候補者は海上ヘリ碁地建設問

題についてノーサイドを宣言し、比嘉前市長

の判断の継承を放棄してイエスでもノーで

も県知事の判断に従うことを表明し、巧みに

碁地問題を選挙の争点からはずして当選に

つなげた。

その後も岸本市長はSACO合滋の海上

甚地建設を容認する立場でないことを表明

し続けていたが県内移設を推進する稲嶺県

政の誕生や日本政府の北部振興策などを評

価して、市民投票から 2年後の1999年1

2月27日に普天間飛行場代替施設の受け

入れを表明し、さらに2年後の2001年1

2月27日には辺野古海上のリーフ上埋め
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立てによる軍民共用空港建設計画を容認し、

建設位置と規模について岸本市長自身の判

断で受け入れた。

その際に、岸本市長は悔上基地を受け入れ

た判断の是非について、 2月の市長選挙で名

護市民に審判を委ねる考えを示し、市長選挙

で再選されることでヘリ基地建設を容認す

る名護市民の新しい審判を得るとの考えを

示した。

争点は海上基地建設と振興策

日本政府や稲嶺県政の後押しで名護市は

サミットの主会場にもなり、北部振興策事業

も名護市で多く実施されるなど、岸本名護市

長は悔上基地受け入れと引き替えに様々の

国庫補助事業を取り組んできている。今回の

選挙でも岸本陣営は振興策の実現を訴えて

いるが基地建設については口を閉ざしたま

まだ。

一方、海上ヘリ基地建設に反対する市民グ

ループは名護市長選挙の候補者を公募で擁

立しようと取り組んだが、応慕者を選考をす

る過程で全員が辞退したため候補者擁立見

送りの公算が強くなっていった。その中で名

護市議会野党会派の「自治の風」の二人をそ

れぞれに推す声が上がり、選挙母体となる

「ヘリ基地いらない・名護市の未来をひらく

会」は年末になってやっと一人に絞り込ん

だ。

その市長候補者となったのが、 4年前に海

上ヘリ基地の是非を問う市民投票を実現さ

せ、海上ヘリ基地建設反対運動を中心的に取

り組んだヘリ基地反対協議会の代表だった

宮城康博（やすひろ）さん(42歳）で、名護市

議会議員になってヘリ基地反対協代表を退

いた後はジュゴン保護キャンペーンセン

ターの共同代表やジュゴン保護基金委員会

委員などを務めて環境保護の視点で海上基

地建設反対運動を全国、全世界に発信してき

ていた。候補者としては最適任だったといえ

ょう。

宮城康博陣営は、年明けて1月3日に市長

選挙出場の記者会見を行ない「市長になれば

移設受け入れを撤回する」ことと「市民に開

かれた市政を作り出す」ことを表明した。そ

の後事務所や役員体制などを確立して関係

団体でも推薦決定をして総決起大会を持て

たのは1月20日だった。 1月27日の告示

日頃になって漸く、全体的に選挙体制が動き

出したような感じだ。岸本陣営も相手が居な

くて運動は盛り上がらず、相手候補が宮城康

博さんに決まっても岸本有利の判断で固ま

り、派手な運動はしないで政府の振興策や金

融特区制度の創設などの実績周知のための

ミニ懇談会と不在者投票に力を入れてきて

いた。

岸本陣営は最終盤の投票2、3日前になっ

て宮城陣営の運動浸透に危機感を持ち初め

てハンドマイクでの実績アピールや選挙チ

ラシ配布、選挙動員を強化した。岸本陣営が

重視する不在者投票の数は告示6日目の2
月1日までに6194人となり、最終日には

7704人となった。全有権者4万10 6 9 

人の 18 • 7 6％にもなっている。 19 9 7 
年の市民投票での不在者投票の 18・74%

(7 2 1 9人）を上回った。不在者投票の悪川

を危惧する声が上がっている。宮城康博陣営

は名護市民投票で示された民意を守って代

替施設建設に反対することを明確にし、市民

を分断する海上基地建設問題を終りにして

市民の融和を図ることを訴えた。同時に、市

立保育所8箇所の全廃や市で全国一高い介
護保険料などを明らかにして現名護市政が

国などの方を向いて市民の声には耳をかさ

ない市民不在の市政の打破を強く訴えた。

宮城康博候補は、各地を回り街宣カーで直

接市民に訴える取り組みを続けた。 2月3日

の投票の結果は、岸本建男候補 2万35 6 

農宮城康博候補1万11 4 8票となり、岸

本現市長が圧勝した。宮城康博さんは投票日

一月前の出馬表明となり、実質的には2、3

週間しか運動期間がなかったことで十分に

政策が浸透させることができなかった。岸本
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市長は、当選確実直後のマスコミ取材に対

し、「選挙前に明らかにした軍民共用空港と

して代替施設受け入れと福祉施設の民間移

管については、それなりの結論がでた」と話

し、普天間代替施設の受け入れについて辺野

古のリーフ上に建設することと市立保育所

8園の全廃を進めていくことを明らかにし

た。

名護市民がこのような大差で米軍基地建

設を受け入れたこととと市立保育所の全廃

を受け入れたことに、驚きと失望を禁じ得な

い。これで日本政府と米国および米軍が、基

地問題において沖縄県民を軽んじて対処し

ていくことは間違いないだろう。

米軍人犯罪が増加

1 2月末から 1月上旬にかけて米軍人犯
罪が相次いだ。

1 2月30日午前には宜野湾市で駐車中
の乗用車内を物色していた米海兵隊員(24 

歳）が窃盗未遂で現行犯逮捕された。また、同

日未明には沖縄市内のファーストフード店

の出入り口のガラスをけって割った米海兵

隊員(20歳）が器物破損で緊急逮捕された。

年が明けた1月3日には北谷町美浜地区で
約10名の外人が路上に駐車していた軽自

動車を持ち上げて横転させる悪質な器物破

損事件が起こった。 1月5日には海兵隊員の
子弟の高校生が車両窃盗の疑いで逮捕され

た。 7日未明には北谷町内の女性のアパート

に無断で侵入したキャンプ・フォスター所属

の米海軍ー等水兵(20歳）が現行犯逮捕さ

れた。同米兵は別れた女性に復縁を迫るため

にストーカー行為を繰り返していた。 16日

になって沖縄署が3日に起こった軽自動車

横転の器物損壊容疑で米海兵隊員(20歳）

と海兵隊員の子弟3名を逮捕した。

昨年11月から 10件も米兵がらみの事

件が起こっている北谷町では1月21Hに

開催された北谷町議会で抗議決議が全会一

致で可決された。このように多発している米

軍人・軍属等による犯罪は、昨年20 0 1年

の発生回数が70件で検挙者72人に上る

ことが県警の統計で明らかになった。過去5

年間で最悪の発生件数であり、 19 9 7年4
4件(46人）、 98年38件(46人）、 99 

年48件(59人）、 2000年53件(67 

人）と毎年増加傾向にある。米軍人犯罪の増

加は、これまでの綱紀粛正策では実効ある対

策になっていないことを示すものであり、米

兵の夜間外出禁止など新たな対策が求めら

れている。

琉球新報の基地汚染特集連載

沖縄県内紙の琉球新報が、今年が1952

年4月28日のサンフランシスコ講和条約

から満50年を迎えることから、半世紀を経

た今日なお広大な米軍基地が存続し米兵に

よる事件・事故が絶えず、航空機騒音や環境

汚染などの基地被害が続く沖縄の基地問題

を新たな視点でとらえ直す企画連載「対日講

和・日米安保発効50年一軍事基地と住民一

国外から沖縄を問う」を2002年1月1日

から開始した。

基地の環境汚染と地位協定問題を軸にし

て、東西に米軍とソ連軍が駐留したドイツの

駐留基地と北との長い戦争状態が続く韓国

の米軍碁地について記者が現地を取材して

連載している。

ドイツ編を社会部の松永勝利記者、韓国編

を政経部の松元剛記者が担当している。連載

の詳細は新聞社のホームページを参照して

もらいたいが国外から沖縄を問うという視

点で、米軍に浄化責任を負わせて基地内環境

汚染に歯止めを掛けているドイツと米軍人

ftomOKlNAWA 

月刊キャッチピース No.98 2002.1.20 1988年6月18日第三種郵便物認可（通巻175号） 11 



の凶悪犯罪が多発する中で深刻な環境汚染

も相次ぎ地位協定改定を求める声が高まり

2000年 12月に韓米地位協定の改定を

合意した韓国の現状を沖縄と比較しながら

伝えている。

ドイツではNATO軍（米軍）との地位協

定で「ボン補足協定」(19 5 9年）が締結さ

れてNATO軍（米軍）にもドイツ国内法が

適用されていたが、 93年の改定では環境保

護原則の遵守を義務づけることが新たに定

められ駐留軍に基地返還後の環境浄化を義

務づけ、自治体による立ち入り調査を認める

ょうに改められた。しかし、米軍基地跡地で

の土壌汚染は返還されてから何年もたって

発見される場合も多く、 93年の補足協定改

定以前に返還された基地跡地での環境汚染

が地方自治体において大きな問題となって

いる。幾つかの基地跡地で使用していた米軍

が汚染実態についての情報を知らせないま

ま返還していたことが明らかになった。

汚染された返還跡地を抱える自治体担当

者は明らかになった基地跡地の汚染につい

て「連邦政府が浄化責任を求めるだろう。返

還から年数がたっていても汚染の原因が某

地とわかったのだから、米軍が責任を負うの

は当然だ」と話す。立ち入り調査もできず、返

還後の環境浄化の責任も負わない在沖米軍

基地の現状との違いは歴然だ。

ドイツには、もう一つの基地汚染が存在す

る。それは18束ドイツに駐留したソ連軍の駐

留基地における環境汚染問題だ。統一前の東

西ドイツには、東西ドイツ軍の他に米軍を含

むNATO同盟軍、ソ連軍合わせて、国土面

積の2・8％を占める96万ヘクタールの軍

事施設があったが、統一による大幅な基地削

減で半数を越える約50万ヘクタールの軍

事施設が放棄されたという。その中で特にソ

連軍の基地においては無秩序な利用によっ

て環境汚染がびどく、統一後の撤退の際も廃

油や化学物質を含む大量の廃棄物や弾薬な

どが地中に投棄されるなど新たな汚染が起

きていた。

ドイツとソ連は統一直後の19 9 0年 1

0月にソ連軍の撤退に関する協定で、ドイツ

がソ連軍基地の土地代や撤退費用をソ連に

支払う代わりに汚染の浄化費用はソ連側が

負担する定めていたが、 92年 12月にドイ

ツはソ連軍を引き継いだロシアに対して汚

染浄化費用の請求を放棄した。浄化費用がロ

シア側に支払う基地土地代と撤退費用（約1

兆22 1 0低円）よりも上回ると試算されロ

シア側には負担できない額になっていたこ

とと汚染浄化を免除の見返りに早く撤退さ

せるためで旧ソ連軍は当初予定より 4カ月

繰り上げて撤退することになった。

この結果、ソ連軍碁地跡地についてはドイ

ツ連邦政府が負担することになった。連法政

府は各州政府に汚染浄化費用の大半を州が

負担することを条件に土地の無償譲渡をし

ており、一部の州では引き取ったものの浄化

費用が掛かりすぎて士地が売却できないと

ころもある。

1月の第一部ドイツ編の連載は10回で
終わり、 2月から第2部韓国編が始まる。ド

イツにおいてはボン補足協定によって駐留

米軍に環境浄化責任が課されていることが

明らかになった。日米地位協定は米軍人犯罪

引き渡し問題だけでなく、汚染された基地の

浄化責任についての定めがなく、日米両政府

が日米地位協定の原状回復義務の免除規定

を違法な環境汚染浄化責任の免除にまで拡

大解釈している日本の現状に警鈍を鳴らす

特集になった。

北谷町で米軍の土壌汚染発見

琉球新報でのドイツにおける米軍の土壌

汚染の連載の第6回では、基地返還後9年後

に偶然に工事で土壌汚染が発見された事例

が報告さされているが、同様に返還後20年

経った基地跡地における深刻な土壌汚染が

北谷町の旧米軍基地跡地での工事現場で 1

月30日に発見された。

発見された現場は北谷町立桑江中学校の
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【資料】沖縄県の地位協定見直し案（2000年8月29・30日）

抜粋：環境関係条項

2 第3条関係（施設・区域に関す ： る旨を明記すること。 ： るとともに、躙査結果を公表する

る措置） ： 3 第 3条A （施設•区域の環境保： ものとする。さらに、日米両政府
(1)合衆国軍隊は、施設及び区域が：全等） ※新設 ． 間で、当該調査結果を踏まえ、環

所在する地方公共団体に対し、事： 下記の内容の環境条項を新設す： 境保全上の措置について協議す

前の通知後の施設及び区域への：る旨を明記すること。 ： るものとする。

立入りを含め、公務を遂行する上〖①合衆国は、合衆国軍廠の活動に： ⑧合衆国軍廠の活動に起因して発

で必要かつ適切なあらゆる援助：・ 伴って発生するばい煙、汚水、赤： 生する環境汚染については、合衆

を与えること。ただし、緊急の場： 土、廃棄物等の処理その他の公： 国の責任において適切な回復措

合は、事前通知なしに即座の立入： 害を防止し、又は自然環境を適： 置を執るものとする。そのための

りを可能にする旨を明記するこ ： 正に保全するために必要な措置： 費用負担については、日米両政府

： を講ずる責務を有するものとす： 間で協議するものとする。

(2)航空機事故、山火事等合衆国軍 ： る。また、日本国における合衆国 ： 

隊の活動に起因して発生する公： 軍議の活動に対しては、環境保： 4 第4条関係償i設の返還）

共の安全又は環境に影響を及ぼ： 全に関する日本国内法を適用す： 合衆国軍隊が使用している施設

す可能性がある事件・事故につい ： るものとする。 ：及び区域の返還に当たっては、事前

ては、施設及び区域内で発生した ：②合衆国軍鵬は、施設及び区域に ：に、日米両政府は、合衆国軍隊の活

場合においても、速やかに事件・ ： おけるすぺての計画の策定に当 ：動に起因して発生した環境汚染、環

事故に関する情報を関係地方公： たっては、人、動植物、土壌、水、 ：境破壊及び不発弾等の処理につい

共団体に提供することまた、災： 大気、文化財等に及ぼす影響を て、共同で調査し、環境汚染等が確

害の拡大防止のため、適切な措置 ： 最小限にするものとする。また、 ：認されたときは、環境浄化等の原状

を執る旨を明記すること。 ： 当該計画に基づく事業の実施前：回復計画の策定及びその実施等の

(3)合衆国軍隊の演習、訓練、施設： に、及び実施後においては定期：必要な措置を執ること。そのための

整備等の諸活動の実施に対して、 ＇ 的に、当該事業が与える影響を` ：費用負担については、日米両政府間

航空法等の日本国内法を適用す： 調査し、予測又は測定し、評価す：で協議する旨を明記すること。

正門と道路を挟んだ向かい側にあり、ビル建

築のためにパイル打ち工事をしたらコール

タール状の廃油が地中から大属に見つかっ

たのだ。廃油の中には確認きるだけで20本

のドラム缶が地中 1・5メートルから2メー

トルの深さで横にされて埋っており、コール

タール状の廃油はこれらのドラム缶から漏

れ出たものと見られる。基礎パイル打ちのた

めに四角に大きく掘られた全体が廃油の

プールになっており、地中の廃油は最大40

メートル離れた周辺の数ヵ所にまで拡散し

ていることが確認された。

コールタール特有のきつい刺激のある異

臭が現場には立ちこめ、有害物質の混入も懸

念されており北谷町は県や防衛施設局に対

して早急に対策を講ずるよう求める一方，町

として一時的に撤去して保管する措置をと

ることも含め調査を開始した。北谷町が廃油

まみれのドラム缶を調べたところ、注入口が

胴体部分だけに取り付けられている国内で

は製造されていないタイプであることが明

らかになった。また、缶の容量も米国ガロン

表示で、缶のふたには「CHICAGO&N

EWYORK」（シカゴとニューヨーク）と

．．
 r
 

＼
ド
＼
＼
．
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「じ•S·PATENTS 」（米国特許）などの 地跡地についての浄化対策なしのまま今日
国では20 0 0年6月に米軍司令部のある 「（現地位協定に）法律上、手続き上、大きな支

文字があり、米国製とみてほぼ間違いない。 まできており返還された米軍基地を汚染実
ヨンサン基地から 8千人分の致死量にあた 障があるという具体的なことはない」と述

ロ金も 10年以上前に製造が停止している 態の調査をしないまま米軍から土地を受け
る毒劇物のホルムアルデヒドが首都のソウ べ、協定改定、運用改善に否定的な考えを示

亜鉛ダイカストでかなり古い型のドラム缶 取り建物やアスファルト、コンクリートな ル市民が憩う漢河に垂れ流され、韓国民の大 した。この法相発言に対して、米兵による事
であることも明らかになった。北谷町は一日 どを撤去するだけで、地主に返還してきた経

反発を買ったことが今回の合滋につながっ 件事故が多発している沖縄本島中部地域の
も早く撤去したいとしているが、専門業者と 緯がある。そのために、今回の北谷町のよう

た。同2000年2月の米兵による女性殺害 首長から強い怒りの声が上がった。「法的に
しては廃棄物の成分や除去作業の及ぼす影 に膨大な量の廃油が地中に埋められている 事件、 5月の梅香里（クーニー射爆場）での誤 支障がないと言っても、私たちには支障があ
響がわからないうちは作業が困難としてお 箇所が他にもある可能性は極めて高い。国の

爆事件など相次ぐ不祥事によって韓米地位 る。高見から支障がないというのはいかがな
り、県などの成分調査結果をみて対処するこ 返還方法に対する批判が起きるのは当然で

協定の改定に向けた取り組みは進み、 200 ものか。配慮がかけている」と中部市町村長
とになった。調査分析には約3週間かかると あり、碁地返還前に汚染調査の実施を義務付 0年12月には改定合意していた。その際の 会長の宮城嘉手納町長。
見られる。 ける制度の確立が求められる。 合意議事録で環境条項を新設し、環境保護協 昨年6月の米兵による婦女暴行事件では
建設工事もストップすることになり、汚染 早速、北谷町軍用地主会は31日の三役会 力措置を含める特別了解覚書を締結した。 逮捕状の出た容疑者の引き渡しを米側が拒
浄化の責任の所在とともに浄化作業が長期 議で返還する際に環境浄化の徹底を明確に 同議事録は「合州国政府は、自然環境およ 否したことで、 1996年の少女事件以降に
になれば影響を受ける建設工事の補償問題 した制度整備を県軍用地主会を通して関係 び人体の健康保健の保護に沿う形で同協定 婦女暴行を含めた凶悪犯罪については起訴
に惹起するだろう。大量の廃油ドラム缶の発 機関に求めていく方針を確認した。防衛庁の

を実行することに専心し、該当する大韓民国 前の引き渡しを合巖した運用の改善を米国
見された地域は、基地跡地利用が県内でも特 伊藤康成事務次官は、 1月31日に「米軍が の環境法令、規制、基準を尊重する」としてい が否定する事態となった。最終的には米側が
に成功している地域であり、今回見えない所 埋めたということが分かれば跡地の原状回 る。特別了解覚書では、韓米による米軍の環 引き渡したものの、その時に示された米国の
に潜む米軍基地汚染の実態が明らかになっ 復に関することであり、防衛施設庁で責任を

境管理基準の定期見直しへの協力と、環境問 強い姿勢は日米地位協定見直しへの大きな
たことは大きな衝撃を関係者に与えている。 もって対処することになる」との考えを示す 題での施設立ち入りの手続きについて見直 支障となっているようだ。昨年末の12月2

一方、「たぶん米軍のものだろうが現段階で すことを定めていた。「環境情報の共有と手 9日に来沖した田中真紀子外相も日米地位
国、県と米軍の対応 確定しているわけではない」とした。防衛施 続き」は、具体的には基地内で環境汚染が発 協定の見直しについて「運用改善で機敏に対

設庁施設管理課は「米軍が使ったものなのか 生した際の米軍による迅速な通報体制を定 応し、効果的でない場合は改正を視野に入れ
北谷町からの通報を受けて1月30日に など分からなくても、ドラム缶が米軍のもの め、米軍が直ちに電話で管轄の地方自治体に る」と述べ、運用改善で行こうとする日本政
国、県、町の緊急会議が開かれたが、原因物質 と分かればできる限り協力したい」と対応す 連絡すること、 48時間以内に文書で正式に 府の姿勢を崩さなかった。
の特定と除去作業を誰が行なうのかを巡っ る考えを示した。県が2月1日に在沖米海兵 通知することも決まった。
て、国と県が「そっちの方で」と互いに責任を 隊外交政策部に原因物質特定調査への協力 さらに基地返還前に韓国側自治体が参加 米軍、米軍基地の動き
なすりあい、結局、北谷町が原因物質の特定 を電話で要請した。同部は「協力する」と返答 する環境汚染の事前調査が可能になった。沖
調査と除去作業を行なうことになった。翌3 したという。それ以外の米軍の反応はまだな 縄の反基地運動や日米地位協定見直し運動 沖縄の各米軍基地では、年が明けても本上
1日に北谷町は「基地問題は国、県も共通の い。

に触発されながら、より厳しい現状を打開す 派遣の警察機動隊が機動隊車両を配備して
行政課題。米軍が原因である以上、積極的に

るために始まった韓米地位協定の見直しを 対基地テロ警戒を継続し、基地ゲートでの厳
関わるべきだ」との考えを防衛施設局と県に 韓米が基地立ち入り調査で合意 求める運動は、韓国民の強い改定要求によっ しい警戒と通行チェックが継続されている。
伝え協力を求めた。基地の環境汚染の対処に

て環境浄化対策の面では日米地位協定を追 米国がいう数年続くという対テロ戦争の
ついて、国・県ともに処理手続きが確立され 沖縄で大量の廃油が基地跡地から発見さ い抜いてドイツのボン補足協定に近づこう 継続で、沖縄の各基地での厳重警戒体制は恒
てないことや汚染浄化のノウハウが蓄積さ れて大問題になっている2月1Bまでに、韓 としている。韓米地位協定改定の実現は日米 常的なものになりつつあるようだ。米軍と
れていないことが、今回のように国と県の責 米両国が在韓米軍基地で環境汚染が発生し 地位協定の見直しにも大きな影響を与える
任のなすり合いに繋がっている。 た場合、基地所在自治体が基地内に立ち入っ だろう。
沖縄県は地位協定の改定項目として当該 て共同調査を実施できるようにし、返還前の

自治体による枯地内立ち入り調査と汚染浄 基地にも適用することを軸とした「環境情報 国、地位協定見直しに消極的

<化責任の明確化を求めているが、基本的に国 の共有と手続き」に合意したことが明らかに

による汚染除去・環境浄化責任を求めてお なった。 就任後初めて来沖した森山真弓法相が1
り、汚染浄化の実施主体も国であるべきとの 韓米地位協定に基づく韓米合同委員会が 月9日に県庁に稲嶺県知事を訪ね、会談した
立場を取っている。一方、国は、返還された基 1月18日にソウルで開かれ合意された。韓 際、稲嶺知事の地位協定見直しの要望に対し 丘 OKlNAWA
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フィリピン軍は、イスラム原理主義過激派ア

ブ・サヤフとの対テロ戦争を想定した合同軍

事演習「バリタカン02-1」を実施してい

るが、同演習に沖縄から部隊や器材を乗せた

米軍のMC130輸送機3機が1月20日、

米空軍嘉手納基地からミンダナオ島のサン

ボアンガのアンドルーズ空軍碁地に到着し

た。午前11時15分到着の一番機からは迷

彩服の米兵13人が降り、小型トラックや小

型バン、スーツケースなどが降ろされた。午

後3時過ぎ着の二番機からは10名、三番機

からは数人の米兵が降り、総勢約30人以上

の米兵が参加している。さらに、 1月24日

にもC-17輸送機とC130輸送機の各

1機が到着した。到着した米兵は23人で、

サンボアンガに滞在する米兵は65人に

なった。

合同軍事演習「バリタカン02-1」は浪

習の名を借りた米軍による掃討作戦とも謂

れおり沖縄の米軍基地が米国の対テロ戦争

の「後方基地」の役割を担っていることが明

らかになった。フィリピン憲法が他国軍の活

動を禁じているため、今回の米軍との合同演

習の実施について憲法違反の疑いがあると

して、フィリピン国内で大問題になってい

る。野党は大統領の罷免を求めている。

1月24日午前10時12分ごろ米海軍

のロスアンゼルス級原子力潜水艦ジェ

ファーソンシティー(60 0 0トン）がホワ

イトビーチに入港し桟橋に接岸した。米同時

テロ後に原潜の入出港予定の事前通告が公

表されなくなって以来2度目の原潜の入港

である。25日午前8時ごろ出港した。

新たにテロ訓練施設の建設計画

米軍が沖縄の海兵隊基地内に陸軍特殊部

隊（グリーンベレー）用の対テロ訓練施設の

建設を進めていることが昨年末までに明ら

かになった。米軍の2002年度予算（昨年

1 0月議会承認）にキャンプ・シュワブ内に

対テロ対策用特別プロジェクトとして施設

建設費38 0万ドル（約5億円）が計上され

ている。パナマ運河のパナマヘの返還に伴い

運河沿いの米陸軍基地にあったジャングル

戦闘訓練施設が廃止されて、沖縄の北部訓練

場の海兵隊の訓練施設が米軍唯一のジャン

グル戦闘訓練施設として位置付けられて強

化されていることと連動するものと思われ

る。

北部訓練場では実弾の使用はできないが、

米軍が中部訓練場と呼ぶキャンプ・ハンセン

とキャンプ・シュワブにまたがる演習場では

実弾を伴う銃火器の使用が施設使用条件と

して認められており、陸軍特殊部隊用の実弾

訓練施設の建設は、辺野古の悔上甚地建設と

合わせて北部地域の米軍基地機能の大幅な

強化に結びつくだろう。米陸軍は今年1月の

地元マスコミの取材に対して建設計画を認

めた。現在宜野座村部分に実弾を伴わない

都市型戦闘訓練施設があるが、「老朽化して

いるので陸軍部隊のため、必要な訓練を行

なうための総合的な施設になるだろう」と説

明している。「総合的」という中にかって思納

村に建設して住民の反対運動で施設を撤去

せざるを得なかった実弾戦闘訓練施設も含

まれている可能性が高い。

現在、読谷村のトリイ基地内には第一特殊

部隊第一大隊約400人が1984年以来、

常駐しているが、ベトナム戦争当時は約50

00名のグリーンベレーが沖縄に居たこと

もあり新たな施設建設は当然、沖縄での陸

軍駐留増に結びつくものと思われる。

辺野古リーフ上への

代替施設建設合意の経過

1 2月27日に開催された米軍普天間飛
行場の移設に伴う代替施設協議会の第8回

会合で代替施設の建設位置を軍民共用空港

を前提に「リーフ上」とすることで合意した。

地元の辺野古区の行政委員会の意見も割れ

たまま、 15年使用期限や規模縮小要望など

も棚上げにして岸本市長の判断による「リー
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「国籍不明船」

撃沈事件は

有事立法への
橋渡し

湯浅一郎
ヒースリンク広島・呉・岩国

一昨年十二月ニニ且奄美大島沖の排他的経

済水域内（＝領海外）で「国籍不明船」を海上

保安庁の巡視船が追跡し（悔上自衛隊は前日

の午後四時に確認している）、中国の排他的

経済水域内で、午後2時36分、 20ミリ機

関砲で計5回威嚇射撃を行なった。さらに、

午後4時16分から、 20ミリ機関砲で船体

射撃を計3回行なった。ほぼ全弾が「国籍不

明船」に命中し、甲板から午後5時24分出

火した。午後6時53分、巡視船が横付けし、

包囲した。午後10時、巡視船による「国籍不

明船」挟撃開始。午後10時09分、「国籍不

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
フ上建設」の受け入れとなった。

代替施設協議会では、岸本市長は軍民共用

空港の縮小を要望したのに対し、稲嶺知事は

1 5年使用期限と軍民共用空港の必要性を
主張し噛み合わなかった。岸本名護市長の

「リーフ上建設」受け入れに反対するヘリ碁

地反対協などの市民団体、民主団体は、代替

施設協議会の開催に合わせて名護市役所前

で座り込みによる反対行動を続けた。協議会

が開催された首相官邸前でも普天間基地・那

覇軍港の県内移設に反対する県民会議とへ

リ基地反対協の代表らが抗議集会を開催し

た。県民会議の山内徳信共同代表は「反対の

声を直接訴えるためにやってきた。青い悔、

貴重なサンゴをは破壊する基地建設は許さ

れない」と訴えた。

岸本市長の受け入れの背景

3キロ以上沖の建設を求める地元・辺野古

の声や他地域の建設反対の声を無視し、 15 

年使用期限問題・環境対策を放置して岸本市

長が自己判断を強調して昨年末に「リーフ上

建設」を受け入れた背景には、年明けの市長

選挙の当選は動かないと判断し、具体的に移

設場所を確定させた市長選挙で当選するこ

とで97年の市民投票で示された市民滋思

を払拭しようとする意図があったと息われ

る。なぜなら、今後の 15年使用期限の断念
や規模縮小の断念などまだまだ残る課題を

市長責任で行なうために、市長判断での移設

受け入れを市民投票で示された海上基地建

設反対の市民意思に代わるものにするには、

当選を確実視する市長選挙の洗礼ほど都合

がいいものはないと考えたからだろう。しか

し臨んだ市長選では、普天間代替施設の建

設受け入れについてできるだけ争点にしな

い戦術を通した。そして、ダブルスコアに近

い圧勝後に名護市民は岸本市長の進める辺

野古の海のリーフ上に巨大な海上基地を建

設することを認めたのだと発言した。今回の

選挙結果を多くの人が深刻に受け止めてい

る。沖縄は本当に変ったのかという失望を多

くの人々が持つことになるだろう。

(2月4日記）

J 
r 
＼ 
tromOKlNAWA 
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ム
明船」からの初めての発砲に応戦、 4回Hの

船体射撃に踏み切り、「国籍不明船」を4分で

撃沈した。乗組員約15人が救命胴衣をつけ

て悔に飛び込んだが、 1人も救助されず、 3

人の遺体を発見、 2人の遺体を引き上げた。． 
この「国籍不明船・領海外撃沈事件」につい

て政府は正当防衛の一言で「問題ない」とい

う発言をくりかえしているが、戦闘行為に

よって「国籍不明船」を撃沈し、15人の乗員を

殺害した以上、どう見ても海上保安庁という

戦力による明らかな武力行使であり、断じて

許されるものではない。これだけのことをし

ておきながら、政府の姿勢に、15人の生命を

奪ったことへの痛みがひとかけらもないこ

とは極めて重大である。

悪いことをしそうな船なので、武力攻撃

し殺害してもかまわないのだと言うことに

は、絶対にならない。そもそも今回の「国籍不

明船」は領海侵犯すらしたものではなく、領

海外で、「国籍不明船」を逃がさないという政

府方針によって追跡・威嚇射撃・船体射撃・挟

撃を行なったことによって銃撃戦となり、

「国籍不明船」の撃沈、乗組員の死亡・行方不

明となったものである。撃沈された乗組員は

誰1人として救助されておらず、適切な救助

活動が行なわれたかどうかも不明である。

10月にテロ特措法成立と同時に改悪され

た海上保安庁法による免責さえ、領海外であ

るゆえに明らかに適用されない。

排他的経済水域の特別の法制度の下にお

いては、沿岸国の権利及び管轄権並びにその

他の国の権利及び自由は、国連海洋法条約の

関連する規定によって規律される。国連海洋

法条約並びに漁業法に基づき、今回の「国籍

不明船」がいかなる違法行為をした証拠があ

るのか。停船命令に従わない船舶に威嚇射撃

をしたり、船体射撃をしたり、果ては、挟撃

し、発砲に追い込み、撃沈させうる法的根拠

がどこにあるのか。公海上では、停船命令に

従わない権利がある。

国際法の専門家は「今回のケースでは漁業

権や鉱物資源に対する権利の侵害、海洋汚染

などがあった場合に限り追跡が認められる。

具体的な違法行為があったかどうかも特定

されておらず、停船命令無視だけでは不十

分」と指摘する。また「公海上は自由な航行が

保証されている。停船命令無視だけで排他的

経済水域の外まで追跡を続け、船体射撃をす

るのはオーバー」という指摘もすでにされて

いる。

また今回の事件は、周辺事態法の一部とし

て制定されている臨検法の危険性を実証し

たことも見ておかねばならない。今回、海上

保安庁が行おうとしたことは、まさに「臨検」

そのものである。「臨検」の対象が武器を保有

していた場合強引に「臨検」しようとするこ

とが戦闘行為に拡大し、双方に死傷者を出

し、ひいては戦争の引き金にすらなりかねな

いことが事実として示された。

にもかかわらず、政府は、「国籍不明船」が

武装していたことを重視して、領海外におい

ても武力行使がやりやすくなるように法改

正する動きを見せている。これは本末転倒で

ある。 ． 
私たちは海上保安庁によるこの憲法違反

の武力行使に抗議する立場から、この事件の

あらゆる面での真相を究明し、関係者への法
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的追及がされなければならないと考え、年も

押し迫った十二月二七日、広島市にある第六

管区悔上保安本部に要請を行った。窓口と

なった総務課長は、『海上保安庁長官宛てな

ら、本庁へ直接送ってもらったらいい。また

六管は、瀬戸内海が主な対象で、今回のよう

なことは先ず考えられない』ので、要請雷を

持ってこられても仕方がないの一点張りで

あった。それでも宇和悔などで似たような

ことがおこらない保障はないとの観点から、

六管区本部長宛ての文書を用意して、とにか

＜申し入れをした。総務課長が、文書を受け

取るだけということで、部屋を用慈してくれ

た。が、行ってみると、部屋には机もいすもな

いガランドで、そこに総務課長が一人立って

いた。仕事納めの前日ということを勘案して

も許せないという思いで、立ったまま、 30

分以上、私たちの言い分を言い、海上保安庁

としての見解を問いただした。

周辺事態法の国会での審議が行われてい

る最中の1999年3月に起こった日本海で「国

籍不明船」追跡事件のことを想起せざるを得

ない。この出来事は、明らかに周辺事態法の

必要性を国民にあおり立てる上で大きな心

理的影響をもたらした。今回も期せずして、

通常国会で有事立法を成立させようとする

動きが急浮上している中での出来事である。

残念なことに「国籍不明船」が日本列島の周

辺で存在していることは、戦後一貫して変

わっていない。それがいいこととは思わない

が、日本政府は、この事実を日本の軍事化を

推進させるときに必ず利用しようとしてい

るのではないか。今回の事件は、そのような

文脈において意識的に追求された政治的な

フィクションに見えて仕方がない。． 
政府は、三月にも有事立法推進法、緊急事

態基本法案のようなものを国会に出すべく

検討を進めている。有事立法の作業プログラ

ムを定める「推進法案」（プログラム法）を提

出するとともに、防衛庁内で研究の進んでい

る自衛隊関連法制の一部についても成立を

目指す方向だという。東シナ海での「国籍不

明船」撃沈事件も、有事立法の成立に悪用す

べく策をめぐらしていることは間違いない。

まさに、九月のテロや十二月の「国籍不明船」

事件を悪用して「戦争ができる」「戦争を遂行

する」国づくりが加速されている。有事立法

は、自衛隊が悔外に派兵される時代におい

て軍隊の「自由」を確保するための装置であ

り、基本的人権の項大な侵害を伴うものであ

ることは間違いない。世界的な価値を持つ意

法九条の実質的な破棄になることをそう簡

単にさせるわけにはいかない。

有事立法・改憲に抗する民衆の運動を、各

地で沸き上がらせる必要がある。私たちは、

現に今、インド洋の派兵部隊の中心を、呉、佐

世保という二つの被爆県内の街からでた軍

艦が担っていることを絶対に許さないと言

う世論づくりを通じて、その一端を担いた

い。

有事立法が上程されるかもしれない三月

末には、補給艦「とわだ」が呉に帰還し、「おお

すみ」型の二番艦である揚陸艦「しもきた」の

呉配備が予想される。そのときは、大きな抗

議で迎えねばならない。 ◆◆ 

'
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会計報告
(01.11.29~02.1.29) 

已
〇前期からの繰越 345,685 

〇当期の収入 178,890 

会費収入 91,000 

（内訳） 維持個人

゜維持団体 12.000 

参加団体

゜参加個人 18,000 

通信会員 61,000 

カンパ収入 2,000 

運動収入 85,890 ハガキ売上

資料収入

゜預金利子

゜【文出】
●当期の支出 84.475 

電話・fax代

゜郵送費 36,338 

文具・備品 3,397 

印刷・コピー代

゜振込等手数料 710 

分担金 1.000 

雑費 43,030記帳修正分含

●時期への繰越 440,100 

＜編集室から＞
●会計報告は、ごらんのとおり近来まれにみる「黒

字」です。皆様のご協力に心から感謝しつつ、ここに

事務所代月額4万円が乗っかると、例年どおりの

「飢餓財政」になるわけで、ため息は止まりません。

●前号では「伊波洋一さん病気のためjなどと書い

てしまいました。ご本人にも編集部にも安否の問

い合わせがありましに実際は「沖縄から」にある通

りです。伊波さん、ごめんなさい。 （た）

パンフレット紹介●

「旧軍港市転換法の可能性」
（どすんPaper:#10)

●住民投票によって成立した「旧軍港市転換

法」。侵略戦争を支えた1日軍港四市（横須賀、

舞鶴、呉、佐世保）が平和としに生まれ変わる

ことで「平和日本実現の理想に寄与する」（第

1条）という、この地域特別法の力を再確認

したいというのが特集の動機です。二つの視

点を柱にしました。ひとつは平和法としての

力。もうひとつが適用の拡大と全国軍転法

の展望。仮説ではありません。逗子では、市民

の努力によって、自治体が動き、適用拡大の

取り組みが始まっています。（「はじめに」か

ら）

●内容：軍転法とは／軍転法誕生の背景／平

和法としての意味／逗子で起きていること

／もう一つの軍転法／有償三分割問題／米

国基地閉鎖法／座談会／適用状況

●発行：神奈川防災を考える会（相模補給廠

監視団・逗子考える市民の会・非核市民宣言

運動ヨコスカ・日本基督教団神奈川教区基地

自衛隊問題小委員会）

●価格：300円

●連絡先：

非核市民宣言運動ヨコスカ

TEL/F Ax:0468-25--0157 

【キャッチピースの連絡先が2001年10月から変わっています】
9月24日に、横浜の事務所を閉鎖したことにともない連絡先が次のとおり変更になりました。お便り通

償の送り先などご注意ください。そろそろ転送期間が終わってしまいます！

＜新連絡先＞223-00S5 横浜市港北区高田東3-38-15 田巻一彦方

TEUFAX 045-531-1341 E-mailtamaki@ab．両．orjp

l月刊「キャッチビース」 発行●脱軍偏ネットワーク・キャッチピース編集●月刊キャッチピース編集委員会 ｛ 
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